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８.10（令和３年８月10日）は、忘れられない、いや、忘れてはならない日になったのではないかと思います。
自然環境に恵まれ過ぎているむつ下北。異常気象によって、それは一変しました。海や山沿いに軒

のき

を連ねる
下北の集落。自然を軽んじてはいけないことを今更ながら思い知ったところです。奇しくも、50年以上前に“温暖
化”影響を予測した真鍋淑

しゅく

郎
ろう

氏がノーベル物理学賞を受賞しました。これは全世界に向けた警
けい

鐘
しょう

なのかもしれ
ません。
皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染収束の兆しの中、それでも、安堵と不安が入り混じった複雑な

心境のことと思いますが、残されたトンネルの長さも、あと少しのように思います。晴れてマスクを外せる日を
楽しみに待ちたいものです。
さて、むつ市大畑町地区と風間浦村の被災地を見るにつけ、このままにしておくことはできないと感じます。
防災対策の再検討や河川の改修、避難路の整備、根本的にはバイパスの新設などが求められます。これらは
前々から危惧され切望してきたものです。もはや、一刻を争う事態だと思います。
豪雨が頻発する今を「温暖化豪雨時代」と呼ぶ専門家もいます。また、ハリケーンや大雨の影響で多くの

死亡者が出たアメリカでは、「気候危機が到来した」とバイデン大統領が述べたと言われています。異常気象
こそ、持続可能性の根

こん

幹
かん

を揺るがすものになるかもしれません。
そのことなどもあり、令和３年度９月定例会で一般質問に立ちました。つきましては、質問に対する県の答弁
内容をまとめた活動報告書を送らせていただきます。ご一読いただければ幸いであります。
最後になりますが、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

令和３年11月吉日
青森県議会議員 菊池憲太郎
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令和３年９月第307回定例会 一般質問
（令和３年９月30日(木)）

９7第37回県会
定例会が開会され新型コロナウイルス対策
経費を盛込んだ度一般会計補正

予算案など案3件報告２件を原案通可決承認し
７に閉会した。こ間４には第
代目が誕生し本社会はアフターコ
ロナに向けて新たな体制に入ったとえる。
本定例会ではコロナ禍で疲

ひ

弊
へ

した地域経済支援対
策や地域にな影響を及ぼす県立高校再編問題そ
して産米生産者概算金（仮し金）幅下
落に関する支援対策やむつ市畑地区と風間浦村で
発生した雨災害復旧支援と今後対策など
なテーマが論された。
特に異常気象による想定外豪雨によって発生し

た土砂流出災害は海線や斜面地帯に集落が散在
する下北地域におて孤立分散化する危険性をはらむ
もで根本的な地域防災対策見直しが急務で
ることを深く認識し通算7回目一般質問に立った。
そ他ではむつ湾フェリー蟹・脇野沢航路維持
につて新型コロナウイルス感染症収束を見据えた
観光振興策飲食店や県産酒需要回復に向けた取
組そして幼児教育質向上と湊・むつ工業統合
問題につて質問した。県答弁は以下とおで
る。

（デーリー東北／１）

災害発生時における地域県民局の役割と、
今回の初動対応は！

答弁：橋本危機管局長
災害対策本部地方支部は本部長から指示を踏ま

え地方支部長たる地域県民局長を中心として情報連
絡（リエゾン）や地域県民局各部を通じて管市町
村被災状況やニーズ把握など情報収集を行災
害対策本部に報告・伝達するとともに市町村関係機
関及び地域県民局各部間と情報共有や連絡調整等
を行うとう役割を担

にな

ってる。
また地域県民局各部にっては所管する業務につ
て本庁各部局から指示等を踏まえるとともに地域
県民局各部間で連携を図

はか

ながら災害対応に当たること
としてる。
今回災害におては８に災害対策本部を

設置した後には下北地域県民局に下北地方支部
を設置し現地被災状況等情報を収集しながら国
や市町村関係機関と連携して災害対応に当たって
た。
そ一方で地方支部設置は今回が初めてこと
でったことから支部設置に係る初動対応や連携体制
構築地方支部と災害対策本部と情報共有等
方法など課題も明らかになったところで県としては
今回災害対応で経験を今後地方支部運営
等に生かしてたと考えてる。

質問 ８月９日からの下北地域における
大雨災害への対応について

これまで総合防災訓練や災害図上訓練で取り組んだ
内容を、今回の災害対応に生かすことができたの
か！

答弁：橋本危機管局長
これまで規模災害時に的確に対応でるよう災
害対策本部機能を強化するため体制見直しや
市町村相互応援に関する協定見直し合防災訓練
をはじめとする各種訓練更には災害対応業務に関する
研修等を通じて職災害対応能力向上を図るとと
もに市町村における災害対策本部運営訓練を支援す
ること等によ災害対応能力充実強化を図ってた。
また今回災害におてはこれまで各種訓練等
成果を生かしながら警報発段階から体制を構築
上情報収集等に当たるとともに発災後におては
市町村や関係機関等と連携に留

ゅう

意


しながら災害対
策本部各部各班がそれぞれ役割分担に基づ
応急対応等に当たってたところだ。
一方で特に初動期におては様々な情報が交錯
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する中県や市町村関係機関間連絡体制を確保
し現地とよ円滑な情報共有を図ることが重要でる
ことなど課題も明らかになったところだ。

県として、災害発生時から今日に至るまで、国や市
町村とどのような連絡体制を構築していたのか！

答弁：橋本危機管局長
災害発生直後よ市町村や消防本部から電話に

よ情報を収集するとともに合防災情報システムを活
用して情報共有を図ってた。
また被災地情報をよ的確に把握する必要性が
生じたことから８に下北地方支部を設置上
地域県民局職やむつ保健所保健師等を風間
浦村に派遣し被災状況や避難等情報収集を行った
ほかには風間浦村役場へ3にはむつ市役所
へ本庁からそれぞれ職を情報連絡（リエゾン）とし
て派遣し現地ニーズをめ細やかに把握しながら応
急復旧に向けた調整等を実施した。
さらにには下北地方支部に現地統括調整部を
設置し各部及び各県民局から必要な人を配置上
被災自治体と連絡調整等に当った。
こほか陸上自衛隊第９師団務省東北統合通
信局国土交通省東北地方整備局や海上保安部
など国各機関から災害対策本部に派遣された情報
連絡と情報を共有しながら被災状況把握や応急
復旧に向けた今後対応方針等につてそれぞれ検
討調整等を行ったところだ。

災害時において被災地域との通信網が寸
すん
断
だん
した場

合、県として代替
だいたい

の通信手段をどのように確保する
のか！

答弁：橋本危機管局長
昨度市町村消防本部及び防災関係機関と災

害状況等を速やかに共有することで迅速かつ的確な
災害対応を実現するために県合防災情報シス
テムをインターネット回線で再整備したほか今度から
は災害発生時に回線輻

ふく

輳
そう

途
と

絶
ぜつ

等障害が
発生した場合におて代

だ

替
た

通信手段となる県防災
情報ネットワーク再構築に着手してるところだ。
また民間サービス活用によ災害に強移動通
信無線手段を今度中に整備し県と市町村等と通
信手段として活用することとしてるほか各地域県民局
には衛星携帯電話を配備し万が一被災地と通信
が途絶した場合まずは情報連絡として市町村に派遣
する地域県民局職を通じて被害情報等把握に
努めることとしてる。

林地、農地・農業用施設及び公共土木施設の
被害状況と県の対応は！

ア 農林水産部所管分
答弁：赤平農林水産部長
農林水産部所管林地農地・農業用施設及び

共土木施設被害はむつ市や風間浦村東通村で発
生してお被害額は約億6,万円となってる。
そ訳は山腹斜面崩壊など林業関係被害が
か所で約億4,万円農道法面崩落など農
地・農業用施設被害が８か所で,万円漁港
へ土砂流入被害が１か所で3,万円となって
る。なお国が所管する国有林につては46地区で
被害が確認されてる。
県では被害復旧に向けた準備を関係者や市村

国と連携しながら進めてお特に被害が林地に
つては下流部民有林から上流部国有林までを
一体と捉え計画的に対策を講ずる必要がることから
国有林を所管する東北林管局と合同で現地調査を
実施したほか復旧計画連絡調整を随時行ってると
ころだ。
また先般県会と連名によ国に対して予算
確保や災害査定早期実施などを要望したところで
今後国災害復旧事業等活用によ計画的に
復旧を進めてくこととしてる。

イ 県土整備部所管分
答弁：岡前県土整備部長
市町村管分を含めた下北地域共土木施設

被害状況は９現在で36箇所7億,6万
円となってる。
〇施設別訳
①県管分

②市町村管分

こうち早急に対策が必要な被災箇所につては

施 設 箇所数 金額(万円)
河 川 3 5,
砂防設備  6,
道 路 3 39,5
橋 梁 5 47,6
計 3 99,45

施 設 箇所数 金額(万円)
河 川  7,9
道 路  5
計 3 73,5
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国による災害査定を待たずに応急工事を実施してると
ころで合わせて来下旬に予定されてる災害
査定に向け鋭

え

意


準備を進めてく。
また市町村管共土木施設被害につても
的確な指導を行うなど復旧に向けた技術的な支援を講
じてく。

県発注工事における建設発生土の処分について

答弁：岡前県土整備部長
県が発注する工事につては県リサイクル

推進行動計画に基づ可能な限工事計画・
設計段階から建設副産物を発生させな計画ま
たは工事現場利用とすることによ工事現場外
へ搬出量抑制を図ることとしてる。
やむをえず建設発生土を工事現場外へ搬出する
場合は民間発注工事を含め原則5kｍ範囲
他工事で利用することとしてお国土交通
省建設発生土官民有効利用マッチングシステ
ムを利用するなどして流用先を探してる。
最終的に工事間流用が出来ず建設発生土が生

じる場合には発注者が処分先を指定して適正に
処分することとしてお運搬費につても処分先
まで運搬距離を踏まえ適正に計上してる。
県では様々な場を活用し地域県民局に対して

建設発生土有効利用や適切な処分につて徹
底するよう通知してるところで引続建設
発生土有効利用等に努めてく。

（要望）
こ度災害で発生につて処分場を指定し
てな事例も確認してる。こうったことがおこ
らなように適切に費用を計上してただた。

再質問

（デーリー東北／８7）

下北地域における夏秋いちごの被害への
対応状況は！

答弁：赤平農林水産部長
夏秋ちご被害はむつ市畑パイプハウス７

棟に泥水が流れ込み収穫期を迎えてた株全体が約
半にわたって冠

かん

水
す

したも。
速やかに状況を確認しポンプによる早急な排水や明

ょ設置ほか根傷みによる生育不良や細菌等
による病害発生が懸念されたことから葉水洗や
農薬散布などを指導してたところだ。
そ後も継続的に巡回指導してお現在は株
生育が順調に回復し９から収穫が再開されて
る。

（１）新規就農者は農業経営収入保険にどのく
らい加入しているのか

答弁：赤平農林水産部長
農業経営収入保険加入申請時には色申

告実績が１以上必要で新規就農者場
合加入でるは早くても就農目になるた
め県では関係団体と連携して色申告実
施と併せて収入保険へ加入を誘導してる。
末現在就農から５目まで認

定新規就農者中で目以降者は63名で
こうち農業経営収入保険には35名
が加入してお加入率は3％となってる。

再質問

８ 早朝
小赤川橋（畑）崩落現場
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（要望）
3％は非常に低加入率だと思う。新規就農者

につては特に丁寧に助言をしてただでれ
ばパッケージようなもを今後考えてくべで
はなか！

（２）非農家出身の新規就農者の経営安定に向
けて、県はどのように取り組んでいるの
か！

答弁：赤平農林水産部長
農地や技術等経営資源を継承でな非農家

出身新規就農者に対しては就農前準備段階
と就農初期における手厚支援が必要と考えて
る。
こため県では就農前座学研修につて
本度からオンライン方式を導入して研修課目を
追加するなどカリキュラム強化に努めてる。ま
た就農初期におては栽培や経営実践経験
が十分ではなことから普及指導による個別指
導に加え新たにベテラン農業経営士を派遣し
てアドバイスする仕組みを構築するなどサポート体
制充実を図ってるところだ。

（要望）
下北農業におてこ夏秋イチゴは非常に明

る希望光でる。今は販売額が１億円を突
破するとう見込みだった。これが水

す

泡
ほう

に帰


したと
うことになってしまった。今回雨被害を受けた
方々はコロナ禍中でも非常に影響受け
てる。県が技術指導などソフト面取組を強化
してることは十分に解はでたがそれだけで
はなくて今まさに困ってる人たちために救
手を差し伸べるべだと考えてる。また今回よ
うな災害るはコロナ禍など不可抗力によって
影響を受けた非農家出身新規就農者が再建する
ため費用に対し県が負担軽減措置を講ずるよう
にお願をさせてただた。ぜひともこれから
就農しようとする人たち為にもしっかとしたセーフ
ティーネットを構築
してただ今
困難に直面して
る就農者に支援
手を差し伸べて
ただた。

むつ市大畑町の養魚場被害による海峡サーモン養殖
への影響と県の対応は！

答弁：赤平農林水産部長
海峡サーモンを養殖するむつ市北彩漁業生産組合

では今度必要な４万尾種
しゅ

苗
びょう

うち同市畑
町養魚場で生産中２万尾が今般雨災害でへ
死したため他養魚場から追加で１万尾を確保した
も１万尾種苗が不足する見込み。
一方被災した養魚場では淡水養殖サーモン用

ニジマス約１万5,尾が生存してたことからこれを
海峡サーモン種苗として供給することとし現在県では
県産業技術センター水面研究所と連携して種苗生
産に向けた技術指導に取組んでる。
また次度種苗確保に向けて通常２かか
る飼育期間を１に短縮でる多量給

ゅう

餌
じ

技術も指導し
てくことにしてる。

（讀賣新聞／８4）

災害時において下北地域の広域避難路や代替路と
なる道路の整備について

（１）今回の大雨で被災し、通行不能となった国道279
号のバイパス化が急務であると考えるが、これま
での取組と今後の方針は！

答弁：三村知事
下北地域広域避難路につて平成4度に策

定した「下北地域広域避難路確保対策」計画に基づ
複数避難経路につて検討・整備を進めてた。
こうち国道79号風間浦村易国間からむつ市畑

質問 災害発生時の避難対応について
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町まで約6キロメートル区間につて平成3度に
国道79号バイパスとして整備することを決定し
２度にむつ市側木



野


部
っぷ

工区.キロメートルに着
手したところだ。
また易国間・木野部峠間約4キロメートル区間に
つては去る９9赤羽国土交通視察
際私から県及び県会要望として国支援を求め
たところから「地元皆様不安を払拭するとう
ことが一番事ベストを尽くす」と言葉をただた。
こことから今後最適な概略ルート選定を進めな
がら様々な課題につて検討し国に要望すべ事項に
つて整するなど国道79号バイパス化に向けた
取組をこれまで以上に着実に進めてく。

（２）今回の大雨災害により、下北半島縦貫道路の重
要性がさらに高まったと考えるが、現在の進捗状
況と全線整備に向けた取組は！

答弁：三村知事
下北半島縦貫道路は異常気象時や規模災害時

におて下北地域に暮らす方々孤立を防ぎ命を守
る極めて重要な路線で複合災害時には広域避難
路として機能することから重点的に整備を進めてたと
ころだ。
今度は国２度第次補正予算と併せ

て約93億円とう過去最事業費が事業中工
区に配分され特に約35億円が配分されたむつ南バイ
パスでは国道79号が雨や津波によ冠水した際
代
だ

替
た

路
ろ

となるむつ市街地側.キロメートル区間につ
て４度供用に向けて工事を進めてる。
またむつ市奥から中野沢区間につてはこれ

まで継続してた環境調査報告書をとまとめるなど
新規事業化へ準備を着実に進めてる。
引続県会や地元市町村等と一体となって下

北半島縦貫道路全線整備に向け予算確保や新
規事業化を国に強く働かけてく。

（３）国道338号白糠バイパス及び大湊Ⅱ期バイパス
の進捗状況は！

答弁：岡前県土整備部長
国道33号白糠バイパスにつては現在Ⅱ期工区

.9キロメートルにおて用地取得と道路改良工事を
進めてるところだ。用地取得につては土地収用法
に基づく事業認定申請書を作成中でこれと並行
して今度から認定庁でる国土国交省に対して事業
認定申請に向けた事前相談を開始したところだ。
国道33号湊Ⅱ期バイパス3.7キロメートルにつて

は土地収用法に基づく事業認定が昨８に告示さ
れたことを受け今２に桜木町側.キロメートル

区間につて県土地収用委会に土地収用
裁決申請を行っておにこ区間用地取得を
完了する見込みだ。

（１）令和３年９月３日に下北総合開発期成同
盟会から緊急要望のあった、国道279号の
国直轄事業による早期復旧並びに国直轄
移管、バイパス化の早期実現へ向け、県
はどのように取り組んでいくのか！

答弁：岡前県土整備部長
９下北合開発期成同盟会

から緊急要望を受け県及び県会から９
9赤羽国道交通視察に際し小赤川
橋早期復旧に向けた国支援国道79号代
替路整備へ国支援など項目要望を行って
る。
こ際から小赤川橋直轄権限代行に
よる本橋架設につて国として最後までしっかと
取組みたと前向な回答をただ国道79
号バイパス整備につても「ベストを尽くす」と
言葉をただてる。
県としては小赤川橋復旧につて国支援

をただながらそれ以外施設につても今
後災害復旧事業によ速やかに復旧してく。
また国道79号バイパス化早期実現に向け
ては最適な概略ルート選定に加えて工区設定
全体事業費や整備方法等課題につて検討し
国に重点的に要望すべ事項を整してく。
国道79号国直轄管指定区間へ編入に

つてもこれまで県重点施策として国に訴え
てたところで今後も県会や市町村等と一
体となって引続粘強く訴えてく。

（要望）
これまでも調査や検討とう言葉は数多く使われ
多く時間を要してた。今後それら言葉が
繰返されることによってどんどん時間が経過をし
てそれに共たって各関係機関熱も冷めてしまっ
て予算も滞

とどこお

るとうことがなことをお願した。

（２）国道279号焼山崎付近で、仮設防護柵を設
置して片側交互通行となっている区間に
ついて、解除に向けた取り組みは！

再質問
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答弁：岡前県土整備部長
国道79号焼山崎片側交互通行区間における

被災した落石防護柵など道路施設は現在本
復旧を速やかに進めるため復旧工法などにつて
国土交通省と事前打合せを行ってるところだ。打
合せによる工法確定後は下旬災害査定前
に先立ち工事発注手続を開始することとして
る。
今後は早期２車線確保に向けて迅速に取

組んでく。

（要望）
冬期に向けて通勤通学に支障が出なように

しっかと対応をお願した。

今回の大雨における災害を踏まえ、原子力災害時の
避難対策を見直す必要があると考えるが、県の考え
は！

答弁：橋本危機管局長
今回雨による被害状況を踏まえ平成

に作成した「東通原子力発電所原子力災害時にお
ける広域避難基本的な考え方」や市町村避難計画
における避難経路安全性や代替手段につてら
ためて点検する必要がると認識したところだ。
具体的には今回災害では国道79号寸断に

よ孤立地域へ人や物資及び車両搬送に当たっ
て海上保安部巡

じゅん

視
し

艇
て

や民間台
だ

船
せん

また国土交
通省港湾業務艇などがな役割を果たしたことなど

質問 原子力災害の避難対策の見直しについて
蟹田・脇野沢航路に係る検討会議を設置した経緯
は！

答弁：東企画政策部長
下北半島と津軽半島を約１時間で直接結ぶ蟹・

脇野沢航路は昭55に当時県市町村から
強要望を受けて運行を開始して以来両半島地域
振興や交流人口拡広域周遊観光など面でさ
らには防災上避難航路としてな役割を担って
る。
平成には県と関係市町村が費用一部を負担

して現船「かもしか」を新
しん

造
ぞう

し平成3東本震
災による会社経営悪化へ対応では外ヶ浜町む
つ市県が協調して累積欠損へ補助を行うなど県で
はこれまで関係市町村と連携して航路維持を図って

質問 蟹田・脇野沢航路の維持について

も踏まえこうした新たな手段とそ活用方法検討も必
要と考えてる。
住民安全かつ効率的な避難に当たっては原子力

災害発生から避難を行うまでに判明してる気象や被災
状況に応じてよ安全に避難でる経路を選択したうえ
でそ時点で利用可能な避難手段によって実施するこ
とが重要で今回点検に当たっては陸路及び海
路活用を基本としつつ災害状況によっては空路
も含めたらゆる手段活用を視野にれて進めてくこ
とが必要でると考えてる。

（本経済新聞／９）
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た。また県関係市町村航路事業者で構成するむ
つ湾航路活性化推進会におて船舶体験学習
や旅行商品造成支援など利用促進に取組んでたと
ころだ。
同航路は昨度コロナ禍によ２か間運休し

たことや県外観光客が幅に減少したことから収入
が例約6パーセントに減少しまた老朽化した船
体更新も課題となってる。
県ではコロナ禍影響が長期化する中にっても

運行が継続されるよう支援してるところだがこれまで
経緯を踏まえると関係者が一堂に会し航路現状
と課題を踏まえた今後在方を検討する必要がると
考え本来６に外ヶ浜町県観光連盟県商工会
所連合会東北運輸局運輸支局等で構成する
「蟹・脇野沢航路に係る検討会」を新たに設置し
たところだ。

蟹田・脇野沢航路に係る検討会議における検討状況
と今後の進め方は！

本６に第１回検討会を開催して以降下
部組織でる幹事会を含めてこれまで会を４回開
催し航路現状・課題を整した上で航路将来需 新型コロナウイルス感染症の収束を見据えて、県内

への誘客策をどのように展開していくのか！

答弁：堀観光国際戦略局長
長引く新型コロナウイルス感染症影響を受けてる

本県観光需要早期回復を図るためには県外感
染状況を踏まえた上で誘客対策を積極的に展開して
く必要がると考えてる。
まず県から誘客につては「県おでかけ
キャンペーン」実施みならず県各地に足を運ん
で頂くため周遊対策としてスタンプラリーも同時に
開催するとともに本キャンペーンに参加する宿泊事業
者に対して魅力る宿泊プラン造成を促すなど県
民に本県魅力を再発見してただくため取組を継続
的に実施してたところだ。
また今後は感染状況を勘案しながら全国から観
光需要も回復させる必要がることからまずは主要市
場でる首都圏におて主要駅を活用した規模な観
光プロモーションを実施するほか西本エリアにおて
はテレビを活用した情報発信も実施するなど本県観
光関心を高めながら早期誘客へとつなげてくこと
としてる。
さらにＪＲ東本が１から3まで間
東北地域を「重点販売地域」として指定したことからＪ
Ｒ東本や東北各県に加え県観光事業者とも連携
上秋・冬誘客対策を積極的に展開し本県観光
需要回復へとつなげてく。

質問 本県の観光振興策について

要予測を基に航路事業者経営見通し県へ経
済波及効果また持続的な運営が可能な体制などに
つて検討してたところだ。
９7に開催した第２回検討会におては幹

事会検討結果として航路事業者経営見通しと
してはコロナ禍によ利用客数がく落ち込んでる
ことや船体老朽化が進んでる現況などから航路
採算性は極めて厳し状況にる一方で航路利用者
直接消費額から試算した経済波及効果につては
県全域に対し将来的にも一定効果が見込まれると
報告がったところだ。また出席した委からは地
域活性化や雇用に意義る航路で存続を前向
に考えて欲しなど意見がった。
県としては第回検討会に向けこれまで検討

状況を関係市町村に丁寧に説明するとともに意見交
換を行ながら航路今後方につて関係市町
村や運航事業者と検討を進めてたと考えて
る。

（デーリー東北／９）
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「青森県おでかけキャンペーン」について、新
規予約の受付を再開するための基準は！

答弁：堀観光国際戦略局長
県おでかけキャンペーンにつては県緊

急対策パッケージが９3をもって終了すること
となったため１から既存予約分につて再
開することとしたもだ。
新規予約受付再開につては政府新型コ

ロナウイルス感染症対策分科会提言に基づく各
種指標みならず専門家御意見なども勘案しな
がら合的に判断することとしてお今後につ
ても随時そ取扱を検討上判断するこ
ととしてる。
観光業は地域経済にな影響を与える裾野が

広合産業でると認識してることから今後
につても本県観光本格的な回復に向けた取
組を重

じゅう

層
そう

的
て

に実施してく。

（要望）
岩手県では明から同様なキャンペーンを実施

するとしておそ基準が今国が指定してる
ステージ２以とう条件が付されてる。本県も
そような基準を作ったうえで再開に向けて鋭意
取組んでただたし事業者支援をしっかと
してただた。
そして正に雨被害を受けた風間浦方々
に対して支援手をさしべてくださることを重ねて
要望します。

再質問

（東奥報／６）

（東奥報／７）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に加え、令和
３年８月９日からの大雨により被害を受けた下北地
域について、今後、観光振興に向けどのように取り
組んでいくのか！

答弁：三村知事
今回雨によな被害を受けた下北地域につ

て被災直後から国や地元自治体関係機関と一
体となライフラインや各種インフラ早期復旧に全力
で取組むとともに被災した宿泊施設設備等復旧
に向け新型コロナウイルス感染症防止対策でる
「観光安全安心強化事業費補助金」弾力的な運用
によ被災事業者を支援してるところだ。
またコロナ禍に加え今回災害で甚

じん


だ

な影響を受
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あおもり飲食店感染防止対策認証制度の認証取得に
関する課題と県の取組は！

答弁：奈須下健康福祉部長
新型コロナウイルス感染症感染防止対策を適切に

実施する飲食店を県が認証することによ飲食店にお
ける感染防止対策徹底と強化を図誰もが安心して
飲食でる環境を整えることを目的としておも飲食
店感染防止対策認証制度を導入してる。
６９から認証申請受付を開始し９

質問 飲食店や県産酒の需要回復に向けた
取組について

けた下北地域観光産業復興に向け感染症状
況を見極めながらおでかけキャンペーン再開を機に
地元と連携し下北地域観光復興を強く印象付けるイ
ベントやプロモーション等を重層的に展開するほか様々
な媒体を活用した情報発信を通じて下北観光物産
情報を途切れることなく積極的に発信してく。
さらには今後本格化が見込まれる県外から誘客対
策としてメディア招請による情報発信旅行会社や交
通事業者へプロモーションほかモニターツアー
実施などによ下北地方全域で観光需要本格的
な回復へと繋げてくこととしてる。

現在申請件数は,9件でうち認証済件数
は49件になってる。
認証制度開始に当たってはホームページや新聞

広告などによ制度周知を行ってましたが申請件
数が伸び悩んでることから飲食店へ更なる働掛
けが必要と考え９7からテレビＣＭ放送を開始
し広く認証取得を呼び掛けてるほか未申請飲食
店にリーフレット等を直接送付し申請を働かけてると
ころだ。
また飲食店が認証基準を満たすため改善に時間

を要してることから飲食店から相談に応じ必要な
助言を行うことによって申請から認証までをスムーズに
でるよう審査体制強化を図改善に努めてると
ころだ。

感染が収束した段階で、飲食店関係団体から要望が
多かった需要回復に向けた支援が必要と考えるが、
県は今後どのように取り組んでいくのか！

答弁：柏木副知事
新型コロナウイルス感染症長期化による経済活動

停滞は県企業事業継続や雇用維持にな
影響を与えておとわけ厳し業況が続てる飲食
店につては関係団体から重ねて支援御要望・御
提言をただくなど切実な現状を伺ってたところだ。
県特別保証融資制度による資金繰支援や中小企

業者等事業継続支援金給付等を通じて飲食店事
業継続を支援してたが地域経済活力を取戻すた
めには感染防止対策にしっかと取組む県飲食店
拡を図ながら市町村等取組とも連携して着
実に需要回復を進めることが重要でると認識してる。
こため県新型コロナウイルス感染症感染
状況等を勘案した上で県「おも飲食店感染防止
対策認証制度」認証を受けた飲食店利用者を対象
とする「おも安心飲食店応援キャンペーン」を展開し
末始における域消費を促進することとしてる。
地域経済早期回復には感染拡防止と社会

経済活動両立が不可欠で今後とも関係機関と
連携し継続的な支援に取組んでく。

販売が落ち込んでいる県産酒の需要回復に向けて、
県はどのように取り組んでいくのか！

答弁：赤平農林水産部長
コロナ禍影響によ今現在もく需要が落ち込
んでる県産酒需要回復を図るため末始贈
答時期に合わせて需要喚

かん

起


と情報発信強化に取
組むこととしてる。
具体的には手量販店等で開催する「県フェ
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下北地区懇談会では、下北地区統合校における多様
な選択科目の設定や生徒の資格取得に対応した体制
の維持について意見があったが、県教育委員会の見
解は！

答弁：嶋教育長
第２期実施計画(案)では本県初合学科と工

業科併
へ

置
ち

校
こう

となる下北地区統合校における教育活動
例として多様な選択科目開設等による生徒進
路意識を高める教育活動推進や高専門性を身に
付けさせる教育活動推進等を挙げてる。
他県併置校では工業科だけでは開設が困難な数

学や科発展課目を工業化生徒が選択でる教育
課程や工業課目一部を合学科生徒が選択で
る教育課程が編成されてお下北地区統合校にお
ても生徒幅広知識や視野を身に付けさせるため
他県併置校事例を参考に幅広科目選択を可能と
する教育課程を編成することが考えられる。
また現在むつ工業高等学校は第三種電気主任技
術者認定校となるなど様々な資格取得に対応してる
が統合校におても必要な科目や実習を開設するこ
となどによ生徒ニーズ等を踏まえながら引続
資格取得に対応してたと考えてる。

質問 青森県立高等学校教育改革推進計画について

ア」におて特設コーナーを設けて県産酒ＰＲを強
化し県外で需要拡に努めてくこととしてる。
さらには県酒販組合連合会等と連携し本酒や
シードルワインなど県産酒を購入して県外に発送した
県民を対象とするプレゼントキャンペーンを実施するほか
料研究家など食専門家を通じて県産酒と食材を
組み合わせた魅力を発信し早期需要回復に取組
むこととしてお本定例会に所要予算を計上し審
ただてるところだ。

（「部科学省初等中等教育局幼児教育課関係」よ抜粋）

幼児教育センターに係る検討状況と
今後の方向性は！

答弁：嶋教育長
幼児教育センターに係る検討状況につては本

５に幼児教育・保育関係団体等と関係部局と意
見交換会を開催し各関係団体等からは私別や
保育所・幼稚・認定こどもとった施設類型を越え
た一体的な取組必要性等につて意見が寄せられ
たところだ。また６には各関係団体連名によ「幼
児教育・保育重要性を考えるため要望書」が提出
され「幼児教育・保育質向上を考える会」立
ち上げ等要望がなされたところだ。
これらことを踏まえ７には現在関係部局で行っ
てる研修や相談対応等幼児教育・保育に係る様々
な施策につて関係団体等に説明し情報共有を図っ
た。さらに８及び９には関係団体等と学校教

質問 幼児教育の質の向上について

育課と話合を２回行今後協進め方や幼
児教育アドバイザー役割開保育による幼児教育
質向上必要性等につて意見交換した。
今後は各関係団体等要望を踏まえ幼児教育

質向上ため会をに開催しそ中で幼児
教育センター在方等を含め関係団体等と関係部
局による検討を進めてく。

下北地区懇談会では、通学費の支援を求める意見が
あったが、県教育委員会の見解は！

基本方針におては学校配置考え方として学校
規模標準を踏まえ６地区ごとに中学校卒業予定
者数推移産業動向中学生ニーズ等に対応する
とともに共交通機関利便性等を考慮しながら統
合等を含む計画的な学校配置を進めることとしてお第
２期実施計画(案)におてもそ視点を踏まえたとこ
ろだ。
また通学費等負担軽減につては益財団法
人県育英奨学会と連携し高等学校奨学金奨
学生うち一定要件を満たす者通学費及び下宿
費一部につて奨学金返還を免除する制度を昨
度創設し支援を行ってる。
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下北地区懇談会では、第２期実施計画(案)を白紙撤
回すべきという意見があったが、県教育委員会では
どのように受け止めているのか！

第２期実施計画(案)を県民皆様に直接御説明し
御意見を伺う機会として地区懇談会を開催してお
下北地区ではこれまで２回地区懇談会を開催した。
下北地区懇談会では地域関係者で組織する地区

意見交換会で提案った４案学校配置案から県教
育会が１案に絞った過程が不透明で地域意
見を聞てなとして計画(案)を白紙撤回し再検討
するよう求める意見が多数った。
これまで県教育委会取組として開で開催し
てる教育委会会におて地区意見交換会にお
ける各学校配置案効果や課題等に関する意見を参考
にしながら学校規模・配置等につて検討を進め本
７に計画(案)を表したところで表後は地
区懇談会開催やパブリック・コメント実施等を通して
地域皆様意見を伺ってるところだ。

（東奥報／
6）

大間高等学校への全国からの生徒募集の導入につい
て、これまでの大間町への対応状況と今後の進め方
は！

第２期実施計画(案)におて県外から目標を持っ
た生徒を受け入れ近入学者数が定に満たな
高等学校活性化を進めるため高等学校が所在する
市町村意向等を踏まえながら全国から生徒募集を導
入することとしてる。
間高等学校につてはそ候補校としておこ

れまで所在市町村でる間町を複数回訪問し全国
から生徒募集考え方につて説明し情報共有を
図ってたところだ。
第２期実施計画決定後間町と協を経て

間高等学校に全国から生徒募集を導入することと
なった場合には他県における取組状況等情報提供
や相談対応県外生徒へ広報活動など県教育委
会におて必要な支援を行って参たと考えてる。

さらに授業料以外教育費負担軽減策として道
府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯等
に県国立高校生等奨学ため給付金を給付し
てる。

県教育委会としましては計画策定に向けて適
切に取組を進めてると考えてる。


